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「電気設備に関する技術基準を定める省令」等の一部改正について 

 

令 和 ４ 年 ６ 月 

経 済 産 業 省 

電 力 安 全 課 

 

１．改正の背景 

電気事業法（昭和３９年法律第１７０号。以下「法」という。）においては、

一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業又は発電事業の用に供す

る電気工作物の運転を管理する電子計算機に対して、電気設備に関する技術基

準を定める省令（平成９年通商産業省令第５２号。以下「電技省令」という。）

に基づき、サイバーセキュリティ（以下「ＣＳ」という。）の確保を求めている。

一方で、諸外国においては製鉄所等の産業施設へのサイバー攻撃も発生し、大規

模な被害が生じており、また、電気保安分野におけるスマート化の進展にあわせ

て自家用電気工作物においてもＣＳの確保が重要となっていることから、自家

用電気工作物（発電事業の用に供するものを除く。）についても技術基準に基づ

くＣＳの確保を義務づけることとするため、電技省令の一部改正等を行う。 

 また、法第４２条第１項において、事業用電気工作物を設置する者は、事業用

電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、電気事業法施行

規則（平成７年通商産業省令第７７号。以下「施行規則」という。）第５０条に

基づき「保安規程」を定めることとしているが、特定送配電事業の用に供する事

業用電気工作物及び自家用電気工作物の設置者についてもＣＳの確保を求める

こととするため、これらの者の定める保安規程については、同条第３項第９号に

基づきＣＳの確保を明記することを求めることとし、施行規則第５０条第３項

第９号の解釈適用に当たっての考え方（内規）を定める。 

 

２．改正の内容 

（１）電技省令の一部改正 

・ＣＳの確保の拡大（第１５条の２） 

  電気工作物のうち、一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業

又は発電事業の用に供するものについては、電技省令第１５条の２に基づき、

ＣＳの確保が義務づけられているが、自家用電気工作物にも対象を拡大し、全

ての事業用電気工作物を対象にＣＳの確保を義務づけることとする。 

 

（２）電気設備の技術基準の解釈（２０１３０２１５商局第４号）の一部改正 

 ・ガイドラインの引用（第３７条の２第３号） 

電技省令の技術的要件を満たすものと認められる技術的内容として具体的
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な構造、材料等に係る仕様を示した「電気設備の技術基準の解釈」において、

自家用電気工作物（発電事業の用に供するものを除く。）に対する電技省令第

１５条の２に規定するＣＳの確保は、（３）において新規に制定する「自家用

電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドライン（内規）」

によることとする。 

 

（３）自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドラ

イン（内規）の制定 

ＣＳの確保の義務づけの対象を全ての事業用電気工作物に拡大することに

伴い、新たに対象となった自家用電気工作物（発電事業の用に供するものを除

く。）が電技省令を満たすための具体的なＣＳ対策の内容について、自家用電

気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドライン（内規）

（以下「ガイドライン」という。）において示す。 

 

（４）電気事業法施行規則第５０条第３項第９号の解釈適用に当たっての考え

方（内規）の制定 

特定送配電事業又は発電事業（法第３８条第３項第５号に掲げる事業を除

く。）の用に供する事業用電気工作物及び自家用電気工作物の設置者について

もＣＳの確保を求めることとするため、法第４２条第１項及び施行規則第５

０条の規定によりこれらの者が定める保安規程については、同条第３項第９

号に基づきＣＳの確保を明記することを求めることとし、施行規則第５０条

第３項第９号の解釈適用に当たっての考え方（内規）を定める。 

当該内規においては、保安規程に具体的に規定すべき事項について、特定送

配電事業又は発電事業（法第３８条第３項第５号に掲げる事業を除く。）の用

に供する事業用電気工作物については日本電気技術規格委員会規格ＪＥＳＣ 

Ｚ０００３（２０１９）「スマートメーターシステムセキュリティガイドライ

ン」及びＪＥＳＣ Ｚ０００４（２０１９）「電力制御システムセキュリティ

ガイドライン」によること、自家用電気工作物については、ガイドラインによ

ることを示す。 

 

 

３．今後のスケジュール 

令和４年６月１０日  改正 

令和４年１０月１日  施行 

 


